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非常勤の隊員の採用について（通知）

標記について、隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令（昭和３７年防

衛庁訓令第６６号。以下「一般基準訓令」という。）第１２条の２及び第１２条の３

の規定に基づき、非常勤の隊員（一般基準訓令第１２条の２に規定する非常勤の隊員

をいう。以下同じ。）の採用について、下記のとおり定めたので通知する。

なお、非常勤の隊員及び臨時的任用の隊員の任免、補職及び懲戒処分の取扱い（人

発１第２６号。３６．２．２７）は、廃止する。

記



１ 一般基準訓令第１２条の２第１項の「適宜の方法」とは、作文試験、体力検査、

健康状態の確認を行うことをいう。

２ 一般基準訓令第１２条の２第３項の規定により募集を行う場合には、十分な期間

を設けて周知するよう努めるとともに、できる限り多様な方法によるよう努めるも

のとする。

３ 国家公務員の雇用と年金の接続について（平成２５年３月２６日閣議決定）に基

づき、定年（年齢６０年に限る。）に達したことにより退職した自衛官を非常勤の

隊員として採用することを目的とする場合には、一般基準訓令第１２条の２第３項

第１号に規定する公募により難い場合に該当するものとする。


